
                                                            （様式－１ 表紙） 

 

  １ 調査名称：都市計画道路網見直し調査業務 

 

 

 ２ 調査主体：萩市 

 

 

 ３ 調査圏域：萩都市圏 

 

 

 ４ 調査期間：平成２５年度 

 

 

 ５ 調 査 費：５，３４６千円 

                （総合都市交通体系調査） 

 

 ６ 調査概要： 

   本市においては、15 路線、計画延長 38,500ｍの都市計画道路を決定して

おり、現在の整備率は約 74％であるが、計画決定から 30 年以上経過した長

期未着手路線も多く存在している。社会経済情勢が大きく変化する中で、そ

の必要性にも変化が生じていることから、山口県が策定した「都市計画道路

の見直し基本方針」に基づき、都市計画道路の見直し方針案を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：都市計画道路網見直し調査業務 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

第１章 萩市の現況 

    １．萩市の概況 

    ２．萩市の人口動態 

    ３．上位関連計画 

 

第２章 見直し対象路線の抽出 

  １．都市計画道路の現況整理 

  ２．都市計画道路の課題 

  ３．見直し対象路線の抽出 

 

  第３章 萩市の将来交通量 

    １．交通量調査 

    ２．将来交通量推計 

 

  第４章 対象路線の必要性の検証・評価 

    １．都市計画道路の必要性検証 

    ２．都市計画道路の必要性評価 

 

  第５章 見直し方針（案）の検討 

    １．見直しの方向性 

    ２．見直し方針（案）の検討 

    ３．見直し方針（案）の検証 

 

  第６章 都市計画道路見直し方針の策定 

    １．都市計画道路見直し方針（案） 

    ２．今後の課題 



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

   委員会等設置なし（萩市都市計画審議会において意見聴取） 

 

 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

 

   委員会等設置なし 



                                                        （様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

   萩市の都市計画道路は、15路線、計画延長 38,500ｍであり、現在の整備

率は約 74％であるが、計画決定後 30年以上経過してもなお事業未着手の路

線（概成済を含む）が７路線あり、見直しが必要な状況となっている。人

口の減少、経済の低成長等の社会経済情勢の変化や道路整備の長期化と長

期に亘る建築制限といった現状を踏まえると、必要性が変化しつつある長

期未着手路線については、見直しを行う必要性が高まっている。また、平

成 23年 9月に都市計画道路萩三隅道路（国道 191号萩三隅道路暫定 2車線）

が全面開通したことにより、萩市街地内の交通量に変化が生じている。 

   このような背景から、萩都市計画道路を対象に多様な観点から必要性の

検証や評価を行い、計画の存続や廃止を検討し、見直し方針案を策定する

ものである。 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

３）都市計画道路見直し方針の策定 

 

 

 

 

 

                  

２）対象路線の必要性の検証・評価 

１）見直し対象路線の抽出 

①都市計画道路の現況整理 ②交通量調査 

 

③将来交通量推計 

 

④都市計画道路の課題の整理 

 

⑤見直し対象路線（区間）の抽出 

 

①必要性の検証 

 

②必要性の評価 

 

①見直しの方向性の整理 

 

②見直し方針（案）の検討 

 

③見直し方針（案）の検証 

 

④都市計画道路見直し方針の策定 

 



 

３ 調査圏域図 

 

萩都市計画区域 

萩 市 

阿武町 



                                                        （様式－３ｂ 調査成果） 

 

４ 調査成果 

１．萩市都市計画道路の現状と課題 

（１）萩市都市計画道路の現状 

萩市では 15の都市計画道路が計画されており、未整備道路 1路線、一部未

整備道路 6路線となっている。都市計画道路の整備状況は以下の通りである。 

 

番

号 

枝

番 

路線番号 

路線名称 
都市計画 

決定 

延長（ｍ） 
幅員 

（ｍ） 
状況 区

分 

規

模 

番

号 
計 内訳 

1 1 1 4 1 萩三隅道路 H4.8.21 10,600 8,076 17～20.5 整備済※ 

2 
1 

3 3 1 玉江新川線 S45.7.17 4,620 
3,500 16～27 整備済 

2 1,120 22～27 未整備 

3 1 3 3 2 大屋土原線 S45.7.17 2,400 2,400 25～26 整備済 

4 1 3 4 3 土原新川線 S45.7.17 3,090 3,090 16～20 整備済 

5 1 3 4 4 東萩駅松本線 S45.7.17 740 740 16 整備済 

6 

1 

3 4 5 今魚店金谷線 S45.7.17 3,190 

300 16 事業中 

2 2,150 16 未整備 

3 740 25 整備済 

7 1 3 4 6 船津中の倉線 H1.2.28 1,220 1,220 16 整備済 

8 
1 

3 5 7 
土原菊ヶ浜玉

江線 
S45.7.17 4,630 

4,060 12 整備済 

2 570 12 未整備 

9 1 3 5 8 東田町松本線 S45.7.17 1,120 1,120 12 未整備 

10 
1 

3 5 9 南古萩唐樋線 S45.7.17 1,030 
750 12 整備済 

2 280 12 未整備 

11 
1 

3 5 10 椿新川線 S45.7.17 3,440 
1,650 12 整備済 

2 1,790 12～16 未整備 

12 
1 

3 6 11 今魚店土原線 S45.7.17 1,260 
900 8 整備済 

2 360 16 未整備 

13 1 7 6 1 大広津開作線 S53.9.16 60 60 8 整備済 

14 1 7 7 2 半田千人塚線 H7.9.6 270 270 6 整備済 

15 1 8 7 1 松本東光寺線 S48.11.15 830 830 5 整備済 

合計  38,500    

※ ただし、萩三隅道路については、現在暫定 2車線の整備状況である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）萩市都市計画道路の課題 

①計画決定からの長期間未整備 

 都市計画道路 15路線のうち、未整備路線 1路線、一部未整備区間のある路

線 6路線の合計 7路線は、昭和 40年代に都市計画決定しており、既に 30年以

上が経過している。その為、当時及び最終変更より、都市計画道路の位置づけ

や必要性は大きく変化していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

○路線数     ： 15路線  

○計画全延長   ： 38,500ｍ  

  ・整備済延長 ： 28,286ｍ  

  ・事業中延長 ：    300ｍ  

  ・未整備延長 ：  9,914ｍ  

整備率 ：  73.5％ 

※平成 25年 12月 1日時点  

 

整備済 

整備中 

未整備 



②社会情勢の変化 

萩市の人口は、昭和 20年以降より増加傾向を示していたが、昭和 40年代か

ら減少傾向を示している。近年においては、少子化の進行等を要因として高齢

化が一層進行している。また、自動車保有台数も年々減少傾向を示しており、

これらに対応した都市計画道路の見直しが大きな課題となっている。 
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萩市の人口 



 ③周辺地域への影響 

未整備都市計画道路の計画幅員内には、都市計画法第５３条による建築制限

がかけられており、土地利用や建物更新の際の障害となる。建築物の法定耐用

年数が概ね２０年から３０年となっていることから、都市計画決定時より長期

経過している都市計画道路周辺の建物が建替えの際に、再度規制を課してしま

う恐れがあり、土地所有者の私権を制限することとなるほか、都市計画の信頼

性を失わせることや、民間開発の障害となることが予想される。 

 

 
長期未着手路線における都市計画法第 53条に基づく許可状況の一例 



２．見直し方針の検討手順 

（１）対象路線・区間の抽出 

都市計画道路の未着手幹線街路のうち、以下の課題があるものを対象として抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討区

間番号 
路線名称 

都市計画

決定 

経過 幅員 延長 
未整備

延長 
路線整備

率 
年数 （ｍ） （ｍ） （ｍ） 

①-1 
玉江新川線 S45.7.17 

42 22～27 
4,620 

840 
0.76  

①-2 42 22～27 280 

②-1 
今魚店金谷線 S45.7.17 

42 16 
3,190 

1780 
0.33  

②-2 42 16 370 

③ 
土原菊ヶ浜玉江

線 
S45.7.17 42 12 4,630 570 0.88  

④-1 

東田町松本線 S45.7.17 

42 12 

1,120 

360 

0.00  ④-2 42 12 400 

④-3 42 12 360 

⑤ 南古萩唐樋線 S45.7.17 42 12 1,030 280 0.73  

⑥-1 

椿新川線 S45.7.17 

42 12～16 

3,440 

360 

0.48  
⑥-2 42 12～16 530 

⑥-3 42 12～16 360 

⑥-4 42 12～16 540 

⑦ 今魚店土原線 S45.7.17 42 16 1,260 360 0.71  

①計画決定から 30年以上経過したもの 

②都市計画道路の区域内に歴史的文化財、大規模建築物があるもの 

③地形的な要因等により道路構造上問題のあるもの 

④その路線が整備されることで周辺の土地利用に多大な影響を与えるもの 

⑤その他個別の課題を抱えているもの 



STEP1：上位関連計画による評価 

（２）検討手順と判断基準 

都市計画道路の見直し基本方針（山口県土木建築部都市計画課）のフローに

従い、都市計画道路の必要性の検証を行う。必要性の検証・評価においては、

STEP1から STEP4の 4段階で評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり 

なし 

※ただし、現況の道路が整備されていない 

箇所については、対象外とする。 

必要性（低） 必要性（高） 

STEP4：道路の連続性、配置バランスによる評価 

項目 

 道路幅員が都市計画道路の整備により補完が必要

な場所がある。 

 現況の路線において途中から幅員の減少が見られ

る箇所があり、交通上の問題が生じている 

 

 
該当 1つ以上 該当なし 

上位計画での位置づけ 必要性（高） 

STEP3：路線機能（空間機能・市街地形成機能）による評価 

該当 1つ 

以上 

項目 

 緊急輸送道路に指定されている 

 延焼遮断帯不足エリアの解消に寄与する 

 景観計画に位置づけられている※ 

 土地区画整理事業等に位置づけられている 

 路線周辺に主要な観光エリアがある 

 路線バスの運行がある、若しくは整備により路線バスが

運行され新たな回遊ルートが発生する可能性がある 

 

該当なし 

必要性（高） 

STEP2：路線機能（交通機能）による評価 

必要性（高） 

歩行者・自転車交通の評価 

■3つの評価項目による評価 

自動車交通量による評価 

■計画交通量による必要性の評価 

（4000台以上、4000台未満） 



（３）見直し方針（案）の検討 

必要性の検証・評価結果より、見直し方針の策定に向けた路線の位置づけを

定める。これより、存続検討路線においては、課題解消に向けた検討及び機能

代替の検討を行い、廃止検討路線とともに道路網としての検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の課題 

見直し検討路線の必要性を検証し、見直し方針（案）として存続、変更の方

向性を示したが、現在、一部区間で事業を行っており、この区間の整備により

交通状況に変化が生じる可能性があるため、事業中区間の整備後に交通量調査

を実施した上で再評価を行うとともに、都市計画基礎調査の実施や周辺用途地

域の見直し、都市計画マスタープランの見直しなど、関連計画・調査等と調整

しながら、市の将来像等も踏まえて再検証を行う必要がある。また、対象路線

の中には市以外の事業主体の路線があるため引き続き協議を進めていく必要

がある。そして住民の合意形成を図りながら都市計画の変更手続きを進める。 

 
 

必
要
性
の
検
証
・
評
価 

【必要性の評価】STEP1から STEP4 

●道路の機能、連続性・配置バランス、同等の機能を有する既設路線の有無

により評価 

必要性（高） 必要性（低） 

【課題の整理・代替路の検証】 

●道路機能の確保、周辺への影響、個別課題

について検証する 

●代替機能について検証する。 

【道路網としての検証】 

●交通需要、防災ネットワーク、歩行系ネットワーク、観光ネットワークに

ついて検証を行う。検証により、見直し方針（案）として存続・変更、廃止

を決定する。 

存続 廃止検討 

存続検討路線 廃止検討路線 

変更 

見
直
し
方
針
（
案
）
の
検
討 


